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第９３号議案 

大村市モーターボート競走事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 大村市モーターボート競走事業の設置等に関する条例（昭和４１年大村市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

第１条の見出し中「競艇事業」を「ボートレース事業」に改め、同条中「体育」を

「スポーツ」に、「競艇事業」を「ボートレース事業」に改める。 

第２条第１項及び第３条中「競艇事業」を「ボートレース事業」に改める。 

第４条第１項中「競艇企業局」を「ボートレース企業局」に改め、同条第２項中

「競艇企業局長」を「ボートレース企業局長」に改める。 

第９条から第１１条までの規定並びに第１２条第１項及び第２項第３号中「競艇事

業」を「ボートレース事業」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（大村市職員定数条例の一部改正） 

２ 大村市職員定数条例（昭和２４年大村市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第３号中「競艇企業局」を「ボートレース企業局」に改める。 

令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史 

（提案理由） 

競艇企業局の名称をボートレース企業局に変更するとともに、所要の条文整理を行

うため、この条例案を提出するものである。 
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第９４号議案 

大村市モーターボート競走事業に従事する従事員の給与の種類及び基準に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 大村市モーターボート競走事業に従事する従事員の給与の種類及び基準に関する条

例（平成２４年大村市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「（モーターボート競走を開催する日に限る。）」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史 

（提案理由） 

年末年始の場外発売日に勤務する従事員に年末年始手当を支給するため、この条例

案を提出するものである。 
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第９５号議案 

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条の２第１項中「４０４，０００円」を「４０８，０００円」に、「１６，０

００円」を「１２，０００円」に改める。 

第１２条の見出し及び第１３条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え

る。 

第１３条の２中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 

第２５条第１号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に、「同条に」

を「同項に」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条

第２号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア及びイ中

「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第３号中「第７０３条の５」を「第７

０３条の５第１項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、

同条に次の１項を加える。 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につ

き算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４５０円

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，７５０円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，２００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，５００円
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(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，４７０円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，４５０円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，９２０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，９００円

第２５条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項

第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「第３号におい

て同じ。）」の次に「及び」を加える。 

附則第６項中「第２５条」を「第２５条第１項」に、「第７０３条の５」を「第７

０３条の５第１項」に改める。 

附則第７項、第８項、第１０項、第１１項、第１４項、第１５項及び第１７項から

第２０項までの規定中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１２条、第１３条及び第１３条の２の改正規定 公布の日

(2) 第５条の２第１項の改正規定及び次項の規定 令和４年１月１日

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条の２第１項の規定は、令和４年１月１日以後の出

産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の大村市国民健康保険条例の規定は、令和４年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 

  令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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（提案理由） 

 健康保険法施行令等の改正に伴い、出産育児一時金及び国民健康保険税の被保険者

均等割額について必要な見直しを行うため、この条例案を提出するものである。 
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第９６号議案 

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５３条」を「第５３条・第５４条」に改める。 

第５条第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

第４２条第１項第３号中「この号」を「この号及び第４項第１号」に改める。 

第５３条を第５４条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定

されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又

は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾

を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）

を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保

育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施
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設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供

し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教

育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法) 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を

記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力

することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その

用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出

があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、記載事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び同項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得に

ついて準用する。この場合において、第２項中「の交付又は提出」とあり、及び
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「に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは

「による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、

「提供する」とあるのは「得る」と、「を交付し、又は提出した」とあるのは「に

よる同意を得た」と、同項第１号イ中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」

と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行

わない」と、同項第２号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「交

付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項におい

て準用する前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用

する第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、

「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第

２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」

とあるのは「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは

「同意を行わない」と、「記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書

面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、特定教育・保育

施設等における諸記録について電磁的記録による作成等を認めるため、この条例案を

提出するものである。 

（ 8 ）



第９７号議案 

大村市工場設置奨励条例の一部を改正する条例 

大村市工場設置奨励条例（昭和３７年大村市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

附則第２項中「平成３４年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

工場設置の奨励措置の適用期間を延長するため、この条例案を提出するものである。 
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第９８号議案 

大村市裏見の滝自然花苑条例の一部を改正する条例 

大村市裏見の滝自然花苑条例（平成８年大村市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項中「４月」を「３月」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

裏見の滝自然花苑の入場料を納入すべき期間を変更するため、この条例案を提出す

るものである。 
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第９９号議案

工事施行に関する基本協定の変更について

 令和元年７月２日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村線松

原・竹松駅間車両基地（仮称）新駅設置工事」に関する基本協定について、協定金額

及び竣工期限を次のとおり変更する。

１ 協定金額

  変更前 １８４，０９５，０００円

  変更後 １５６，２７２，０００円（２７，８２３，０００円の減額）

２ 竣工期限

変更前 令和４年３月３１日

変更後 令和５年３月３１日

  令和３年１１月３０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第１００号議案

工事施行に関する基本協定の変更について

 令和２年６月１２日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村線

竹松・諏訪駅間新大村（仮称）新駅他新設工事」に関する基本協定について、協定金

額及び竣工期限を次のとおり変更する。

１ 協定金額

  変更前 ７６９，４５４，０００円

  変更後 ６０１，３５１，０００円（１６８，１０３，０００円の減額）

２ 竣工期限

変更前 令和４年９月３０日

変更後 令和５年３月３１日

  令和３年１１月３０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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報告第１２号 

 専決処分の報告について

 議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

  令和３年１１月３０日提出

 大村市長  園 田 裕 史 
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専決第１３号

専  決  処  分  書

令和３年６月２５日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「環境セ

ンター火災事故に伴う２号炉及び３号炉復旧工事」に係る工事請負契約の契約金額を

次のとおり変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条

例第６３号）本則第８号の規定により専決処分する。

  令和３年１０月２５日

 大村市長  園 田 裕 史  

変更前  ４７３，０００，０００円 

変更後  ４８２，６５１，４００円 （９，６５１，４００円の増額） 
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報告第１３号 

専決処分の報告について 

 市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別

添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

  令和３年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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専決第１４号 

 

専  決  処  分  書 

 

 市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決

処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和３年１１月１１日 

 

                       大村市長  園 田 裕 史   

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ９０，０２７円 

２ 損害賠償の相手方  ○○○○○○○○○○○ 

            ○○ ○○ 
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